
村民の皆様へ

福 島 県
新型コロナウイルス感染症

非常事態宣言
（令和４年１月３０日～２月２０日）

県内全域に「非常事態宣言」が出され、本村でも初めて「まん延

防止等重点措置」が適用されました。

オミクロン株は感染スピードが速いため、第５波以上に感染が急

拡大しています。

村民の皆様には改めて、３密の回避、マスクの正しい着用、手洗

いや手指の消毒、こまめな換気などの基本的な感染対策の徹底に加

え、感染リスクの高い行動を控えてくださるようお願いします。

令和４年２月２日

昭和村新型コロナウイルス感染症対策本部長

◎心配なことがございましたら、対策本部まで御相談ください。

電話 ０２４１－５７－２６４５【保健福祉課２４時間対応】

◎昭和村国保診療所（発熱等の症状がある場合）

電話 ０２４１－５７－２２５５【平日9:00～17:00】

◎受診・相談センター（かかりつけ医がいない場合）

電話 ０１２０－５６７－７４７【２４時間対応】

昭和村新型コロナウイルス感染症対策本部(保健福祉課）

（裏面もご覧ください。）



◆昭和温泉しらかば荘 日帰り入浴について 

 
   ２月２０日（日）までの間、村民の方及び宿泊者のみの利用に 

限定します。 

入浴可能時間 

利用者 

午前 午後 

10:00 11:00 12:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 

                  

 昭 和 村 民                                    

しらかば荘宿泊者                                    

 
 
 

 
 

※ 村民の方とは、現に村内に居住している方のことで、一時的に 
帰省等により村内に滞在している方は含みません。 

 

感染拡大を防ぐため、ご理解ご協力をお願いいたします。 

 
詳しくは、しらかば荘へお問い合わせください。（℡ 57-2585） 

 

 

 

〇福島県新型コロナウイルス感染症関連情報ポータルサイト 

  「新型コロナウイルスに感染した時の対応について（感染急増時）」 
   http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/covid19-portal/increase.html 

 

 

 

 

 

 

午前 10 時～午後８時 村 民 の 方 ※ 

午後５時～午後８時 しらかば荘宿泊者 






